
監査公表第１９号

平成２３年４月１５日監査公表第１０号により公表した監査結果について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき、福島県知事から次のと

おり措置状況の通知があったので、同項の規定によりこれを公表する。

平成２３年８月２３日

福島県監査委員 鴫 原 吉之助

福島県監査委員 宗 方 保

福島県監査委員 野 崎 直 実

福島県監査委員 髙 野 宏 之

２ ３ 財 第 ６ １ ０ 号

平成２３年６月２７日

福島県監査委員 鴫 原 吉之助

福島県監査委員 宗 方 保
様

福島県監査委員 野 崎 直 実

福島県監査委員 髙 野 宏 之

福島県知事 佐 藤 雄 平 印

平成２２年度行政監査の結果に係る措置状況について（通知）

平成２３年３月３０日付け２２福監第２５３号で報告のありましたこのことについて、

別紙のとおり措置を講じましたので、地方自治法第１９９条第１２項の規定により通知し

ます。



行政監査の結果に係る措置状況について

１ 監査対象

職員公舎の管理運営について

２ 所見及び措置の状況について

監査委員所見 措 置 状 況

〔知事部局総務部〕

１ 適切な財産管理について

（１）職員公舎規則等に基づく適正な事務手続き

の実施

ア 公舎台帳の整備、入居状況の報告等

（イ）入居状況の報告

（改善又は検討を要する事項）

職員公舎規則に基づく入居状況報告が漏れ ・今後、職員公舎を有効かつ効率的に利用す

なく行われるよう、徹底する必要がある。ま るため、年２回の入居状況報告が漏れなく

た借上公舎についても同様である。 行われるよう、文書による依頼を徹底し、

さらに担当者間の連絡調整を密にするな

ど、適切に事務手続きを行い、公舎全体の

状況把握に努めることとする。

なお、平成２３年度上期の入居状況報告

は、７月１日時点で実施する。

３ 入居料等について

（３）自動車の保管場所に対する使用料の徴収

（改善又は検討を要する事項）

公舎の自動車の保管場所については、適正 ・職員公舎の駐車場については、国家公務員

な使用者負担の観点から、整備状況に応じた 宿舎、県営住宅及び民間アパート居住者と

使用料の徴収を早急に検討する必要がある。 の公平性並びに適正な使用者負担の観点か

ら、使用料の徴収について検討する必要が

あると考えている。

ついては、検討するにあたっての判断材

料とするため、駐車場の整備状況及び利用



実態の把握に努めることとする。

〔知事部局〕

４ 有効かつ効率的な活用について

（２）部局間、公舎管理者間の連携及び相互利用

（改善又は検討を要する事項）

部局間及び各地域の公舎管理者間で、相互 ・職員公舎の共同利用を円滑に推進するた

の公舎に関する情報交換を行うとともに、可 め、各部局及び各地域の公舎管理者間で、

能なものについては相互利用を積極的に進め 相互の公舎に関する情報交換に努めてい

る必要がある。 る。

なお、有効活用の観点から、知事部局所

管の公舎を他部局職員等に提供している。

また、土木部所管のダム管理公舎にあっ

ては、平成２３年度から運用される職員公

舎共同利用・集約基本計画に準じて、順次、

５ 今後の公舎の在り方について 入居基準の改正に努めることとしたい。

（２）設置及び管理の在り方

ア 既存公舎の現状把握

（ア）公舎の入居状況等の把握

（改善又は検討を要する事項）

部局間での公舎の入居状況等の情報集約及

び分析を十分に行い、各部局及び公舎管理者 ・入居状況報告を各公舎管理者間で情報共有

に積極的に提供していく必要がある。 し、公舎全体の状況把握を行うとともに、

職員公舎の共同利用を円滑に推進するた

め、各部局及び各地域の公舎管理者間で、

相互の公舎に関する情報交換に努めること

〔知事部局農林水産部、総務部〕 としている。

５ 今後の公舎の在り方について

（２）設置及び管理の在り方

ア 既存公舎の現状把握

（エ）特別公舎の現況



（改善又は検討を要する事項）

農業総合センターの特別公舎及び水産試験

場相馬支場の特別公舎については、使用状況 ・職員公舎規則の見直しを行い、農業総合セ

及び業務の状況を踏まえ、福島県職員公舎規 ンター畜産研究所沼尻分場及び水産試験場

則の規定の見直しを行う必要がある。 相馬支場の特別公舎について、平成２３年

３月３１日付けで指定を解除した。



監査公表第２０号

平成２３年４月１５日監査公表第１０号により公表した監査結果について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき、福島県企業局長から次

のとおり措置状況の通知があったので、同項の規定によりこれを公表する。

平成２３年８月２３日

福島県監査委員 鴫 原 吉之助

福島県監査委員 宗 方 保

福島県監査委員 野 崎 直 実

福島県監査委員 髙 野 宏 之

２３企業第２７５号

平成２３年７月１１日

福島県監査委員 鴫 原 吉之助

福島県監査委員 宗 方 保
様

福島県監査委員 野 崎 直 実

福島県監査委員 髙 野 宏 之

福島県企業局長 斎 藤 隆 印

行政監査の結果に係る措置状況について（通知）

平成２３年３月３０日付け２２福監第２５３号で報告のありましたこのことについて、

別紙のとおり措置を講じましたので、地方自治法第１９９条第１２項の規定により通知し

ます。



行政監査の結果に係る措置状況について

１ 監査対象

職員公舎の管理運営について

２ 所見及び措置の状況について

監査委員所見 措 置 状 況

〔企業局〕

３ 入居料等について

（３）自動車の保管場所に対する使用料の徴収

（改善又は検討を要する事項）

公舎の自動車の保管場所については、適正 ・駐車場使用料の徴収については、現在検討

な使用者負担の観点から、整備状況に応じた しているところであるが、部局等の動向を

使用料の徴収を早急に検討する必要がある。 踏まえた上で判断する。

４ 有効かつ効率的な活用について

（２）部局間、公舎管理者間の連携及び相互利用

（改善又は検討を要する事項）

部局間及び各地域の公舎管理者間で、相互 ・現在、企業局管理の公舎においては、他部

の公舎に関する情報交換を行うとともに、可 局等職員の入居を認めており、空室が出た

能なものについては相互利用を積極的に進め 場合はその情報を発信し、積極的に受け入

る必要がある。 れ、公舎を効率的に運営している。

５ 今後の公舎の在り方について

（２）設置及び管理の在り方

ア 既存公舎の現状把握

（ア）公舎の入居状況等の把握

（改善又は検討を要する事項）

部局間での公舎の入居状況等の情報集約及 ・今後も部局等に対し、引き続き空室情報を

び分析を十分に行い、各部局及び公舎管理者 随時提供していく。

に積極的に提供していく必要がある。



監査公表第２１号

平成２３年４月１５日監査公表第１０号により公表した監査結果について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき、福島県病院事業管理者

から次のとおり措置状況の通知があったので、同項の規定によりこれを公表する。

平成２３年８月２３日

福島県監査委員 鴫 原 吉之助

福島県監査委員 宗 方 保

福島県監査委員 野 崎 直 実

福島県監査委員 髙 野 宏 之

２ ３ 病 第 ２ ９ ３ 号

平成２３年６月３０日

福島県監査委員 鴫 原 吉之助

福島県監査委員 宗 方 保
様

福島県監査委員 野 崎 直 実

福島県監査委員 髙 野 宏 之

福島県病院事業管理者 髙 地 英 夫 印

行政監査の結果に係る措置状況について（通知）

平成２３年３月３０日付け２２福監第２５３号で報告のありましたこのことについて、

別紙のとおり措置を講じましたので、地方自治法第１９９条第１２項の規定により通知し

ます。



行政監査の結果に係る措置状況について

１ 監査対象

職員公舎の管理運営について

２ 所見及び措置の状況について

監査委員所見 措 置 状 況

〔病院局〕

３ 入居料等について

（３）自動車の保管場所に対する使用料の徴収

（改善又は検討を要する事項）

公舎の自動車の保管場所については、適正 ・各部局間で情報交換を図り、各部局の対応

な使用者負担の観点から、整備状況に応じた を参考に検討を進める。

使用料の徴収を早急に検討する必要がある。

４ 有効かつ効率的な活用について

（２）部局間、公舎管理者間の連携及び相互利用

（改善又は検討を要する事項）

部局間及び各地域の公舎管理者間で、相互 ・各部局間及び各公舎管理者間での情報交換

の公舎に関する情報交換を行うとともに、可 に努めるとともに、可能なものについては

能なものについては相互利用を積極的に進め 相互利用を積極的に進めることとする。

る必要がある。

５ 今後の公舎の在り方について

（２）設置及び管理の在り方

ア 既存公舎の現状把握

（ア）公舎の入居状況等の把握

（改善又は検討を要する事項）

部局間での公舎の入居状況等の情報集約及 ・入居状況等の情報集約及び分析に努め、有

び分析を十分に行い、各部局及び公舎管理者 効活用の観点から各部局及び各公舎管理者

に積極的に提供していく必要がある。 に積極的に情報を提供していくこととする。



監査公表第２２号

平成２３年４月１５日監査公表第１０号により公表した監査結果について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき、福島県教育委員会委員

長から次のとおり措置状況の通知があったので、同項の規定によりこれを公表する。

平成２３年８月２３日

福島県監査委員 鴫 原 吉之助

福島県監査委員 宗 方 保

福島県監査委員 野 崎 直 実

福島県監査委員 髙 野 宏 之

２３教財第２６７号

平成２３年６月３０日

福島県監査委員 鴫 原 吉之助

福島県監査委員 宗 方 保
様

福島県監査委員 野 崎 直 実

福島県監査委員 髙 野 宏 之

福島県教育委員会委員長 印

行政監査に係る措置状況について（通知）

平成２３年３月３０日付け２２福監第２５３号で報告のありました行政監査の結果につ

いては、別紙のとおり措置を講じましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１９９条第１２項の規定により通知します。



行政監査の結果に係る措置状況について

１ 監査対象

職員公舎の管理運営について

２ 所見及び措置の状況について

監 査 委 員 所 見 措 置 状 況

〔教育委員会〕

４ 有効かつ効率的な活用について

（２）部局間、公舎管理者間の連携及び相互利用

（改善又は検討を要する事項）

部局間及び各地域の公舎管理者間で、相互 ・職員公舎の相互利用については、各部局及

の公舎に関する情報交換を行うとともに、可 び公舎管理者間で情報交換を図りながら、

能なものについては相互利用を積極的に進め 連携して進めてまいります。

る必要がある。



監査公表第２３号

平成２３年４月１５日監査公表第１０号により公表した監査結果について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき、福島県公安委員会委員

長から次のとおり措置状況の通知があったので、同項の規定によりこれを公表する。

平成２３年８月２３日

福島県監査委員 鴫 原 吉之助

福島県監査委員 宗 方 保

福島県監査委員 野 崎 直 実

福島県監査委員 髙 野 宏 之

福公委（会）第１号

平成２３年６月２８日

福島県監査委員 鴫 原 吉之助

福島県監査委員 宗 方 保
様

福島県監査委員 野 崎 直 実

福島県監査委員 髙 野 宏 之

福島県公安委員会委員長 高 瀬 淳 印

平成２２年度行政監査の結果に係る措置状況について（通知）

平成２３年３月３０日付け２２福監第２５３号で報告のありました平成２２年度行政監

査の結果については、別紙のとおり措置しましたので地方自治法第１９９条第１２項の規

定により通知します。



平成２２年度行政監査の結果に係る措置状況

監 査 委 員 所 見 措 置 状 況

〔警察本部〕

４ 有効かつ効率的な活用について

（２）部局間、公舎管理者間の連携及び相互利用

（改善又は検討を要する事項）

部局間及び各地域の公舎管理者間で、相互 ・平成２１年１月に県財産管理課が中心とな

の公舎に関する情報交換を行うとともに、可 って関係部局の建物管理ワーキンググルー

能なものについては相互利用を積極的に進め プを設置しており、このワーキンググルー

る必要がある。 プを活用して相互の公舎に関する積極的な

情報交換に努めた結果、現在、警察本部の

４所属５名が知事部局所管の公舎に入居し

ている。


